
 

 

 

 

 

 日本産業衛生専門医委員会にて、平成 24 年 4 月から開始された新たな専門

医制度において専攻医が研修を行うことのできる施設として認定されました。

（詳しくは日本産業衛生学会 HP をご覧ください） 

 この制度は日本産業衛生学会の専門医制度を開かれたものとし、より多くの

専門医を輩出すること、研修内容・研修施設を明確にすることによる専門医の

質の標準化などを目指しています。 

 当協会は「産業衛生サービス実務型施設」として実務研修項目の全ての研修

が可能な施設です。 
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